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残暑お見舞い申し上げます。
月に一度訪れる南の島の夏。昼、日向は灼熱の太陽の熱気に包まれます。ところが、ガジュマルの木陰に
身を移した途端、涼風が全身を洗います。その清々しいこと、別世界です。夜、屋内には昼間の熱気の名残
りが身体に纏わりつくように残っています。ところが、屋外に出た途端、夜風が全身を覆います。その気持
ちいいこと、驚くほどです。
視線を天空に移すと、暗闇のなかに天の川や星々が浮かび上がり、地上に降り注いでいると見紛うばか
りです。そんな至福の時間、ふと素朴な疑問に直面します。天空の彼方はどうなっているのか？星々や地球
はどうやって誕生したのか？いかにして地球上に生物は生まれたのか？そして、私はなぜここにいるのか？
忙しい日常に紛れている私たちにとってこのような疑問を抱く瞬間はまれですが、この疑問に日々突き
動かされている人々がいます。（宇宙）物理学者と呼ばれる人々です。
先日、宇宙と私たちの世界の成り立ちの謎を解く素粒子が発見されました。その存在の予言から半世紀、
ついに「神の粒子」と呼ばれるヒッグス粒子の存在が確認されたのです。発見に向けた科学者たちの地道
な研究や膨大な実験の努力に敬意を表さずにはいられません。ヒッグス粒子の発見によって、「この宇宙の
物質が質量をもつ理由を、ひいては銀河が、惑星が、そして人間が存在し得る理由」を説明することができ
るかもしれないのです。
ところで、（宇宙）物理学者が、宇宙誕生から今日までの膨大な時間軸と広大な宇宙空間の成り立ちを探
求しているその傍らで、多くの生物種が日々絶滅し、また絶滅の危機に瀕しています。私たちが生きるこ
の地球の生物多様性は20 世紀以降日々毀損され続けているのです。
宇宙の成り立ちを解明する仕事は私たち市民の手に余るかもしれませんが、環境保全活動によって生物
多様性を確保する取り組みは私たちも担うことができます。天の川と星々を眺めながら、世紀の発見と環
境保全活動に思いを馳せた次第です。
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■大阪事務所：8月14日（火）～8月15日（水）
■奄 美 支 所：8月27日（月）～8月31日（金）

当事務所では右記期間を夏期休暇とさせていただきます
のでご了承ください。

～海外旅行と為替相場～

お 知 ら せ

ＴＳＢは、当事務所が加わっている専
門士業のワンストップサービスのネッ
トワークです。協同組合組織にしており
ましたが、ストークビルへの移転後に組

合としてはいったん解散することに致しました。
現在は、税理士事務所、司法書士事務所及び当事務所の

それぞれ若手世代に活動の中心を移すことにし、共同して
個別の案件の対応にあたることに加え、毎月、実務的な事
柄についての研究会を行っています。
将来的には、対外的なセミナーの開催など、活動を拡充

していく予定です。

震災から１年以上経っても、未だこの国の行方
は不透明なままです。それでも、エネルギー政策の
あり方をめぐっては、かつてない関心の広がりを
感じます。この７月に開催した、風力発電の第一人
者を講師に迎えた「クリーン電力時代とはどうい
う社会か」がテーマの講演会は満員の盛況でした。
ＪＥＬＦでは、新しい環境産業や環境コンプライ
アンスなどをテーマに、市民向け・企業向けの学習
会を今後も開催します。どうぞご期待ください。

広瀬です。
私こと、本年３月末をもってあすなろ法律事務所を

退所し、大阪市北区西天満において、すでに独立開業し
ておりました甲斐みなみ弁護士（私からみれば、あすな
ろ法律事務所の先輩にあたります）に合流して「甲斐・
広瀬法律事務所」を立ち上げました。
また、これを機会に、弁護士登録名を「廣瀬元太郎」

から「広瀬元太郎」に改めさせていただきました。
あすなろ法律事務所に在籍しましたのは４年３か月

間ではありましたが、弁護士としての最初の時期に、お
客様に恵まれたことが今の自分の貴重な財産となって
いることは間違いありません。
独立したばかりで、仕事を選べる身ではありませんが、

前職の経験を生かした建築・不動産の知識、サラリーマ
ンとしての経験を生かし、フットワークの良い「呼ばれ
たらすぐ来る」弁護士を目指します。
本当にありがとうございました。

弁護士・公認会計士  
洪　勝 吉

少し前にイタリアへ観光旅行に行って来ました。
幸いなことに旅行期間中は天候に恵まれました。写
真はヴェネツィアのサン・マルコ広場の鐘楼から撮
影したものです。レンガの赤色と海・空の青色のコン
トラストがとても鮮やかでした。
ユーロ円の為替相場は２００８年には１ユーロ１６９.９３

円を記録しましたが、現在は１００円をきる展開となっ
ています。私が旅行したときは、１００円を少し上回る
程度でした。そのときはユーロもだいぶ安くなった
と喜んでいたのですが、円高を考慮してもイタリア
の物価水準は日本より若干高いと感じました。例えば、
お昼に水とスパゲッティを食べてチップを置けば、
すぐに１５ユーロ（１ユーロ１１０円だと１６５０円）ほどに
なります。観光地価格なのかもしれませんが、お客さ
んの７割程度はイタリア人と思しき人でしたので、
おそらく通常の価格だったのだろうと思います。ただ、
ワインの値段は非常に安かったですね。グラスワイ
ン３杯分ぐらいの量が５ユーロ程でした。
外国為替レートの決定に関する説明方法の一つに

購買力平価説という考え方があります。これは、自由

競争市場では１つの物には１つの価格がつき、２国
間でも同様であるから、例えばイタリアと日本の物
の価格（物価）が同じ水準になるように外国為替レー
トが決定される（購買力平価）、というものです。為
替レートは金利や国際情勢等にも影響されるので、
購買力だけで決定されることはないのですが、購買
力平価から大きく乖離した状態は長期的には続かな
いと言われています。国際通貨研究所の２０１２年４月
の発表によると消費者物価を基準したユーロ円の購
買力平価は１ユーロ９５.５２円です。現在（２０１２年７月）
の為替水準は購買力平価に近接しているので、旅行
者にとってはよいかもしれません。

独立開業のお知らせ
甲斐・広瀬法律事務所
弁護士  広瀬元太郎
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